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●
1
9
9
0
年
以
降
、日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人

　

等
の
２
世
３
世
が「
定
住
者
」と
し
て　

　

就
労
期
限
な
く
来
日
。い
わ
ゆ
る
３
K
の

　

仕
事
の
人
手
不
足
を
補
う
目
的
で
。

●
し
か
し
、2
0
0
8
年
リ
ー
マ
ン

　

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
日
系
人
の
多
く
が

　

雇
止
め
に
。結
果
、仕
事
も
住
居
も
失
い
、

　

子
ど
も
は
不
就
学
状
態
に
。

●
超
少
子
化
社
会
、生
産
年
令
人
口
減
少
が

　

深
刻
化
す
る
中
で
、外
国
人
が

　
「
働
き
た
い
」と
思
え
る
国
に
す
る
た
め

　

に
も
日
本
語
教
育
は
国
策
と
し
て
必
要
。

●
例
え
ば「
私
は
」と「
私
が
」の
違
い
を
、

　

外
国
人
に
教
え
る
に
は
日
本
語
の

　

専
門
家
が
必
要
。つ
ま
り
、「
日
本
語

　

教
育
は
」日
本
の「
国
語
」と
は
異
な
る
。

●
現
在
そ
の
専
門
家（
日
本
語
教
師
）は

　

全
国
に
約
４
万
人
。無
償
が
60
％
で
、

　

有
償
も
低
給
与
。高
齢
化
し
て

　

担
い
手
不
足
に
。

●
外
国
人
住
民
数
が
少
な
い
自
治
体

　
（
日
本
語
教
育
の「
空
白
地
域
」）に

　

暮
ら
す
外
国
人
は
45
万
人
以
上
。

●
ド
イ
ツ
、カ
ナ
ダ
、韓
国
等
で
は

　

４
０
０
〜
９
０
０
時
間
以
上
の

　

集
中
的
な
言
語
教
育
機
会
を
提
供

　
（
無
償
又
は
低
価
格
）。

●
在
留
外
国
人
が
日
本
社
会
に
適
応
・

　

自
立
す
れ
ば
、社
会
全
体
の
安
定
や

　

活
性
化
に
寄
与
。

●
そ
の
国（
日
本
）に
暮
ら
す
日
本
人
・

　

外
国
人
全
て
の
人
々
に
と
っ
て

　

必
要
な
投
資
。多
様
な
文
化
を
尊
重

　

し
た
活
力
あ
る
共
生
社
会
が
実
現
。

❶
外
国
人
等
に
日
本
語
教
育
を

　
受
け
る
機
会
を
最
大
限
に
確
保

❷
国
・
自
治
体
に
日
本
語
教
育
を

　
推
進
す
る
責
務

❸
企
業
も
雇
用
外
国
人
・
家
族
に

　
日
本
語
教
育
の
支
援
責
務

❶
新
た
な
外
国
人
労
働
者
の

　
受
け
入
れ（
特
定
技
能
外
国
人
）で
、

　
２
０
２
４
年
ま
で
の
５
年
間
で

　
最
大
３
４
５
，１
５
０
人
増
加
。

❷
在
留
外
国
人
数
は
２
７
３
万
人
。

　
日
本
語
学
習
者
は
24
万
人

　
（
５
年
前
よ
り
72
％
増
加
）に
対
し

　
日
本
語
教
師
は
４
万
人
し
か

　
（
５
年
前
よ
り
15
％
増
加
）。

菅官房長官 オウム対策議連要望申し入れ

7月
25日

鈴木大地スポーツ庁長官 メンタルトレーニング議連 提言申し入れ

6月
25日

ジャパンスポーツオリンピックスクエア視察

6月
3日

経産省 関芳弘副大臣 スポーツ立国調査会提言申し入れ 文科省 永岡桂子副大臣 スポーツ立国調査会提言申し入れ 安倍総理 教育再生本部提言申し入れ

5月
28日

5月
28日

5月
23日

10年
悲願

6月
20日

6月21日
成立！

令和元年

過
去
に
、外
国
人

労
働
者
を
使
い
捨
て

課
題
は
、日
本
語

教
育
の
担
い
手
不
足

本
法
律
は
、外
国
人
の

た
め
だ
け
じ
ゃ
な
い

本
法
律
の
ポ
イ
ン
ト

本
法
律
の
背
景

後半

（背景）日本語教育の推進は、
・我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に資する
・我が国に対する諸外国の理解と関心を深める上で重要である

（目的）多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現・諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持発展に寄与。

①外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会の最大限の確保
②日本語教育の水準の維持向上
③外国人等に係る教育及び労働、出入国管理その他の関連施策等との有機的な連携
④国内における日本語教育が地域の活力の向上に寄与するものであるとの認識の下行われること
⑤海外における日本語教育を通じ、我が国に対する諸外国の理解と関心を深め、諸外国との交流等を促進
⑥日本語を学習する意義についての外国人等の理解と関心が深められるように配慮
⑦幼児期及び学齢期にある外国人等の家庭における教育等において使用される言語の重要性に配慮

・国の責務・地方公共団体の責務・事業主の責務・連携の強化・法制上、財政上の措置等・資料の作成及び公表

・文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求める。
・地方公共団体は、基本方針を参酌し、地方公共団体の基本的な方針を定めるよう努める。

目的（第一条関係）

定義（第二条関係）

基本理念（第三条関係）

国の責務等（第四条―第九条関係）

基本方針等（第十条・第十一条関係）

基本的施策（第十二条―第二十六条関係）

日本語教育推進会議等（第二十七条・第二十八条関係）

・外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育
・外国人留学生等に対する日本語教育
・外国人等の被用者等に対する日本語教育
・難民に対する日本語教育
・地域における日本語教育
・日本語教育についての国民の理解と関心の増進

・海外における外国人等に対する日本語教育
・在留邦人の子等に対する日本語教育

国内における日本語教育の機会の拡充 海外における日本語教育の機会の拡充

・日本語教育の実態、効果的な日本語教育の方法等に
 係る調査研究等
・外国人等のための日本語教育に関する情報の提供等

日本語教育に関する調査研究等

・地方公共団体は、国の施策を勘案し、地域の状況に
 応じた日本語教育の推進に必要な施策の
 実施に努める。

地方公共団体の施策・日本語教育を行う機関における教育水準の維持向上
・日本語教育に従事する者の能力・資質の向上等
・教育課程の編成に係る指針の策定等
・日本語能力の適切な評価方法の開発

・政府は、関係行政機関相互の調整を行うため、日本語教育推進会議を設ける。
・関係行政機関は、日本語教育推進関係者会議を設け、関係行政機関相互の調整を行うに際してその意見を聴く。
・地方公共団体に、地方公共団体の基本的な方針その他の日本語教育の推進に関する重要事項を調査審議させる
 ため、合議制の機関を置くことができる。

日本語教育の水準の維持向上等

この法律において「日本語教育」とは、外国人等が日本語を習得するために行われる教育その他の活動
（外国人等に対して行われる日本語の普及を図るための活動を含む。）をいう。

そこで、定義以下について定めることにより、

日本語教育の推進に関する法律案 概要（令和元年6月28日公布・施行）


